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条例等
　●多古町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について…………………… 可決【賛成多数】
　●�特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について……… 可決【賛成全員】
　●�多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について……… 可決【賛成全員】
　●職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について……………………… 可決【賛成全員】
　●議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について… 可決【賛成全員】
　●香取広域市町村圏事務組合規約の変更に関する協議について………………………………… 可決【賛成全員】
補正予算
　●平成 21 年度多古町一般会計補正予算（第 4号）について�…………………………………… 可決【賛成全員】
　●平成 21 年度多古町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号）について�……………… 可決【賛成全員】
　●平成 21 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 2号）について�…………………… 可決【賛成全員】
　●平成 21 年度多古町水道事業会計補正予算（第 1号）について�……………………………… 可決【賛成全員】

契約
　●契約の変更について（町道大谷・九蔵線　道路改良工事）� …………………………………… 可決【賛成全員】

平成22年第1回臨時議会（1月20日）

政治倫理条例

政治倫理条例の制定に向けて
審査を進めています。
　平成 20 年 9月定例会で、議員発議により提出された多古町政治倫理条例（案）は、議会運営委員会に付
託され、これまで 7回の会議を開催し条例の制定に向けて作業を進めています。
　この政治倫理条例は、住民を代表する※公職者が自らの姿勢を正し、その権限や地位の影響を不正に行使
して私利を図ることのないよう、必要な措置を定めるものです。
　現在、次のような事項について協議をおこなっています。

①政治倫理基準について
　（公職者が遵守すべき行為規範）

②公職者の公共工事の請負契約の辞退について

③公職者における税等の納付状況の公表について

④問責制度について
　（贈収賄罪などの容疑を受けた場合の説明）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��…等

※  公職者とは、町長、副町長、教育長、議員を指します。

【概要】
　町道大谷・九蔵線が都市計画道路の決定を受け、現在国道296号線入り口から多古第一小学校校門前までの造成工事
が進行中です。
　今後、町道大谷・九蔵線、全線の供用開始がなされた場合、国道から役場や病院等への生活道路として、交通量の増加
が見込まれています。多古第一小学校等への通学路であることから、子どもたちの登下校時の安全確保、また、交通事故
防止のため信号機等の設置を要請するものです。

【要望事項】
1、多古第一小学校北側校門前に押しボタン式信号機を設置すること。
2、隣接する多古南郵便局前交差点に信号機を設置すること。
3、歩道あるいは防護柵等の設置をすること。

請 願
今定例会には、請願1件がありました。本会議において採択され、発議案が提出されました。審議の結果、全員賛
成により決定されました。よって、意見書を各関係機関へ提出しました。

請願第 3号
交通安全施設設置に関する意見書提出を求める請願書
（提出者：多古第一小学校 PTA 会長他 228 名）

発議案第 7 号
可決（賛成全員）

千葉県公安委員会、香取警察署、多古町長に意見書提出
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町道大谷・九蔵線周辺図　　印要望箇所
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